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有
償
援
助
（
円
借
款
）
の
有
効
性

林

薫

は
じ
め
に

有償援助（円借款）の有効性

六五四三二一
制
度
的
概
観

有
償
資
金
協
力
と
譲
許
性
移
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

「
有
償
援
助
」
の
効
果

I
D
A
ニ
ニ
次
増
資
と
無
償
化
論

有
償
援
助
の
再
評
価
と
有
効
性
の
向
上

結
　
語

は
じ
め
に

　
有
償
資
金
協
力
な
い
し
有
償
援
助
と
は
借
款
の
方
式
を
持
っ
て
行
う
開
発
援
助
で
あ
る
。
日
本
の
政
府
開
発
援
助
（
○
墜
9
巴

O
①
く
Φ
一
8
ヨ
Φ
艮
＞
の
ω
巨
き
8
”
O
D
A
）
の
中
で
、
有
償
援
助
（
以
卜
、
日
本
の
有
償
援
助
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
は
「
円
借
款
」
と
す
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る
）
は
量
的
に
大
き
な
位
置
を
占
め
、
「
途
上
国
に
よ
る
自
助
努
力
支
援
」
と
「
経
済
イ
ン
フ
ラ
に
重
点
を
置
い
た
援
助
」
と
い
う

日
本
の
O
D
A
の
特
徴
の
形
成
に
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
本
稿
は
円
借
款
を
代
表
と
す
る
有
償
援
助
が
関
係
者
の
間
の
リ
ス
ク
配

分
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
を
最
適
化
し
う
る
構
造
を
有
す
る
こ
と
、
有
償
援
助
を
通
じ
た
経
済
成
長
支
援
が
開
発
援
助
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

引
き
続
き
重
要
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

制
度
的
概
観

　
（
1
）
　
有
償
援
助
の
歴
史
的
沿
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
有
償
の
経
済
協
力
は
世
銀
（
国
際
復
興
開
発
銀
行
”
I
B
R
D
）
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
途
上
国
向

け
の
開
発
融
資
を
開
始
し
て
い
る
。
世
銀
原
資
が
主
に
市
場
で
の
資
金
調
達
に
よ
る
た
め
条
件
が
途
上
国
に
と
っ
て
ハ
ー
ド
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
先
進
国
に
よ
る
出
資
を
原
資
と
し
て
途
上
国
向
け
に
よ
り
譲
許
的
（
8
琴
8
ω
一
8
巴
）
な
融
資
を
行
う
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

一
九
六
〇
年
に
国
際
開
発
協
会
（
I
D
A
）
が
設
立
さ
れ
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
（
一
九
六
六
年
設
立
）
等
の
国

際
開
発
金
融
機
関
も
借
款
形
態
に
よ
る
支
援
を
行
い
、
世
銀
同
様
に
譲
許
的
融
資
の
ス
キ
ー
ム
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。

　
二
国
間
の
有
償
の
経
済
協
力
は
延
べ
払
い
信
用
を
出
発
点
と
し
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
借
款
の
形
態
が
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
嗜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

矢
と
な
っ
た
の
は
一
九
五
七
年
に
設
立
さ
れ
た
米
国
の
開
発
借
款
基
金
（
D
L
F
）
で
あ
り
、
期
間
三
〇
年
、
金
利
三
・
五
％
（
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

共
事
業
向
け
）
の
極
め
て
譲
許
的
な
資
金
の
提
供
を
開
始
し
た
。
つ
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
復
興
金
融
公
庫
（
K
f
W
）
が
一
九
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

年
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
協
力
中
央
金
庫
（
C
C
C
E
）
が
一
九
六
〇
年
か
ら
途
上
国
向
け
の
譲
許
的
な
融
資
を
開
始
し
た
。
日

本
で
も
一
九
五
八
年
に
日
本
輸
出
入
銀
行
が
途
上
国
政
府
向
け
直
接
借
款
を
開
始
し
、
一
九
六
一
年
に
は
海
外
経
済
協
力
基
金
が
設

立
さ
れ
、
業
務
を
開
始
し
た
。
他
方
、
国
際
的
な
援
助
調
整
機
関
と
し
て
開
発
援
助
グ
ル
ー
プ
（
D
A
G
）
が
一
九
六
〇
年
に
設
立
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有償援助（円借款）の有効性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

さ
れ
、
翌
一
九
六
一
年
に
は
経
済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
C
D
）
発
足
と
同
時
に
開
発
援
助
委
員
会
（
D
A
C
）
に
改
称
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

D
A
C
は
O
D
A
の
定
義
を
定
め
る
と
と
も
に
グ
ラ
ン
ト
・
エ
レ
メ
ン
ト
に
よ
る
O
D
A
に
該
当
す
る
有
償
援
助
の
定
義
を
確
立
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
有
償
援
助
の
シ
ス
テ
ム
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
援
助
の
主
要
な
関
心
事
項
は
途
上
国
の
投
資
資
金
の
確
保
に
あ
り
、
量
的
な
資
金
の
確
保
が
可
能
な
有
償
援
助
が
重
視
さ

れ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
開
発
思
想
、
と
り
わ
け
貧
困
の
悪
循
環
論
と
ツ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
理
論
を
反
映
し
て
い
る
。
前
者
は
、
途
上
国
で

は
低
所
得
が
低
貯
蓄
と
低
購
買
力
（
低
投
資
誘
因
）
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
低
資
本
形
成
か
ら
低
所
得
へ
つ
な
が
る
悪
循
環
を
説
明
し
、

こ
の
悪
循
環
を
打
破
す
る
た
め
に
援
助
資
金
の
導
入
に
よ
る
投
資
が
必
要
と
考
え
た
。
ツ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
理
論
は
、
輸
出
入
の
ギ
ャ
ッ

プ
は
国
内
の
投
資
・
貯
蓄
ギ
ャ
ッ
プ
に
事
後
的
に
等
し
く
な
る
と
い
う
マ
ク
ロ
経
済
の
基
本
を
べ
ー
ス
に
、
貯
蓄
ギ
ャ
ッ
プ
も
し
く

は
貿
易
収
支
（
外
貨
）
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
援
助
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
発
展
の
初
期
に
は
外
貨
ギ
ャ
ツ

プ
の
制
約
の
方
が
先
行
す
る
と
い
う
見
方
か
ら
、
「
外
貨
分
」
を
融
資
対
象
と
す
る
有
償
援
助
の
方
式
が
広
く
採
用
さ
れ
る
こ
と
に

　
（
9
）

な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
援
助
必
要
量
の
推
計
と
説
明
に
関
し
て
は
、
投
資
量
を
限
界
資
本
係
数
で
国
民
総
生
産
増
分
を
説
明
す
る
ハ
ロ
ッ
ド
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ド
ー
マ
ー
モ
デ
ル
が
広
く
使
わ
れ
た
。

　
（
2
）
　
実
施
状
況
（
O
D
A
の
中
で
の
位
置
付
け
）

　
借
款
方
式
は
世
界
銀
行
や
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
な
ど
の
国
際
開
発
金
融
機
関
が
途
上
国
へ
の
支
援
方
式
と
し
て
い
る
が
、
二
国
間
援

助
に
お
い
て
は
有
償
援
助
（
借
款
）
は
徐
々
に
そ
の
比
重
を
低
下
さ
せ
て
き
て
い
る
。
D
A
C
諸
国
の
有
償
援
助
の
絶
対
額
と
シ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

ア
は
、
デ
ー
タ
が
D
A
C
統
計
で
長
期
に
わ
た
り
入
手
可
能
な
グ
ロ
ス
・
デ
ィ
ス
バ
ー
ス
メ
ン
ト
で
み
る
と
一
九
七
〇
年
（
二
、
三

五
一
百
万
ド
ル
、
一
五
％
）
、
一
九
七
五
年
（
三
、
五
四
〇
百
万
ド
ル
、
八
％
）
、
一
九
八
O
年
（
三
、
九
八
五
百
万
ド
ル
、
五
％
）
、
一
九
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八
五
年
（
四
、
〇
六
七
百
万
ド
ル
、
九
％
）
、
一
九
九
〇
年
（
六
、
六
五
四
百
万
ド
ル
、
％
）
、
一
九
九
五
年
（
四
、
四
四
四
百
万
ド
ル
、

三
％
）
、
一
九
九
八
年
（
二
、
七
三
九
百
万
円
、
二
％
）
と
構
造
調
整
融
資
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
一
九
九
〇
年
代
初
頭
を
ピ
ー
ク
に
減

少
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
新
規
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
伸
び
悩
み
と
同
時
に
回
収
金
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
回
収
金
の
影

響
を
受
な
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
見
る
と
、
一
九
九
〇
年
一
三
、
九
〇
一
百
万
ド
ル
、
一
九
九
六
年
一
五
、
五
一
七
百
万
ド

ル
、
一
九
九
八
年
二
、
八
六
八
百
万
ド
ル
と
漸
減
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
顕
著
な
減
少
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
の
レ
ベ
ル
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
日
本
の
円
借
款
供
与
が
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
二
〇
〇
〇
年
に
つ
い
て
見
る
と
、
D
A
C
諸
国
の
O
D
A
の
ネ
ッ
ト
・
デ
ィ
ス
バ
ー
ス
メ
ン
ト
は
、
五
三
、
七
三
七
百
万
ド
ル
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
有
償
援
助
は
三
、
〇
二
一
百
万
ド
ル
と
全
体
の
四
％
、
返
済
分
を
除
い
た
グ
ロ
ス
・
デ
ィ
ス
バ
ー
ス
メ
ン
ト

で
は
全
体
が
六
三
、
〇
七
九
百
万
ド
ル
に
対
し
、
有
償
援
助
は
九
、
九
七
二
百
万
ド
ル
で
一
五
・
八
％
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
は
六

五
、
二
一
七
百
万
ド
ル
に
対
し
二
、
〇
四
一
百
万
ド
ル
と
一
七
・
○
％
と
な
っ
て
い
る
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
中
で
日
本
は
八
、

三
八
四
百
万
ド
ル
で
七
五
・
九
％
を
占
め
る
。
日
本
以
外
で
は
、
ド
イ
ツ
（
一
、
一
一
三
百
万
ド
ル
）
フ
ラ
ン
ス
（
七
〇
二
百
万
ド
ル
）

が
目
立
つ
程
度
で
あ
る
。
D
A
C
二
ニ
カ
国
中
、
八
力
国
は
二
〇
〇
〇
年
に
お
い
て
有
償
援
助
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
全
く
行
っ
て

　
（
1
2
）

い
な
い
。

　
有
償
援
助
の
場
合
譲
許
性
を
生
み
出
す
た
め
の
財
源
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
世
銀
の
I
D
A
の
場
合
は
前
述
の
よ
う
に
増
資

（
『
8
一
①
巳
筈
ヨ
①
具
）
に
よ
り
資
金
を
確
保
し
て
い
る
。
円
借
款
の
場
合
は
政
府
の
一
般
会
計
出
資
金
に
加
え
て
資
金
運
用
部
か
ら
の

借
入
金
（
財
政
投
融
資
）
を
財
源
と
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
資
金
か
ら
譲
許
性
を
生
み
出
し
て
い
る
。
制
度
創
設
の
当
初
は
借
入

金
の
限
度
額
は
資
本
金
と
積
立
金
の
合
計
額
を
上
回
ら
な
い
よ
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
O
D
A
増
額
の
中
期
目
標
が
設
定
さ
れ

た
一
九
七
八
年
の
翌
年
（
一
九
七
九
年
）
の
法
律
改
正
に
お
い
て
、
借
入
金
の
限
度
額
が
資
本
金
と
積
立
金
の
合
計
額
の
三
倍
に
引

き
上
げ
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
等
有
償
資
金
協
力
を
行
っ
て
い
る
国
も
、
基
本
的
に
は
譲
許
性
を
生
み
出
す
部
分
は
一
般
会
計
か
ら
の
出
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資
／
拠
出
等
に
依
存
し
て
い
る
。

　
有
償
援
助
の
シ
ェ
ア
低
下
は
、
開
発
援
助
の
主
流
が
、
ハ
ロ
ッ
ド
・
ド
マ
ー
モ
デ
ル
や
ツ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
理
論
で
示
さ
れ
た
よ
う
な

「
資
金
ギ
ャ
ッ
プ
の
解
消
に
よ
る
成
長
の
実
現
と
、
そ
の
成
果
の
滴
り
落
ち
（
9
亀
①
3
薫
昌
）
に
よ
る
貧
困
削
減
」
を
目
標
と
す
る

戦
略
か
ら
、
貧
困
削
減
に
直
接
に
対
応
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
貧
困
層
に
直
接
稗
益
す
る
事
業
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
て
援
助
を
実

施
す
る
方
向
ヘ
シ
フ
ト
し
て
き
た
こ
と
、
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
累
積
債
務
の
問
題
で
新
規
の
借
款
供
与
が
困
難

に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。
加
え
て
、
途
上
国
の
債
務
管
理
能
力
の
限
界
や
、
借
款
と
い
う
長
期
に
わ
た
る
資
金
を
管
理
す

る
た
め
の
コ
ス
ト
や
事
務
煩
雑
化
の
回
避
な
ど
の
ド
ナ
ー
側
事
情
も
そ
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
有
償
援
助
は
貧
困
削
減

を
成
長
を
通
じ
て
実
現
す
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
引
き
続
き
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
次
に
有
償
援
助
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

二
　
有
償
資
金
協
力
と
譲
許
性
移
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

有償援助（円借款）の有効性

　
（
1
）
　
譲
許
性
と
開
発
主
体

　
円
借
款
は
一
般
会
計
か
ら
の
出
資
と
財
政
投
融
資
を
組
み
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
資
金
の
量
的
な
確
保
と
条
件
の
譲
許
性
の
創

出
を
行
っ
て
き
た
。
財
投
の
部
分
に
着
目
す
れ
ば
、
円
借
款
の
ス
キ
ー
ム
は
民
間
貯
蓄
を
経
済
協
力
に
動
員
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
特

徴
で
あ
る
。
一
般
の
商
業
資
金
と
の
違
い
は
そ
の
譲
許
性
に
あ
る
。

　
円
借
款
や
世
銀
借
款
の
場
合
、
民
問
投
資
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
よ
う
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
直
接
返
済
の
原
資
と
し

た
り
担
保
と
し
た
り
す
る
こ
と
は
前
提
と
し
な
い
。
ま
た
、
通
常
は
外
貨
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
も
前
提
と
は
し
な
い
。
外
貨
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収
入
の
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
港
湾
な
ど
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
る
。
電
力
、
通
信
、
潅
瀧
等
、
多
く
は
内
貨
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
み
で
あ
り
、
ま
た
植
林
や
道
路
な
ど
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
れ
自
体
は
直
接
に
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
生
み
出
さ
な
い

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
も
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
円
借
款
の
場
合
、
返
済
の
原
資
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
を
通

じ
て
も
た
ら
さ
れ
る
借
入
国
の
経
済
発
展
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
で
は
、
譲
許
性
の
受
け
手
は
、
第
一
義
的
に
、
経
済
開
発
を
推
進
し
返
済
義
務
を
負
う
途
上
国
の
政
府
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
務
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
円
借
款
の
場
合
、
政
府
が
借
入
人
と
な
る
こ
と
が
原
則
で
あ

る
（
政
府
以
外
が
借
入
人
と
な
る
場
合
に
は
政
府
の
保
証
を
要
求
す
る
）
。
円
借
款
の
条
件
（
金
利
）
は
国
毎
に
そ
の
一
人
当
た
り
G
D

P
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
財
務
経
済
評
価
に
お
い
て
は
、
公
共
部
門
全
体
の
財
務
的
効
果
の
指
標
と
し
て
の
総
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

財
務
内
部
収
益
率
お
よ
び
経
済
社
会
全
体
か
ら
見
た
効
果
の
指
標
と
し
て
の
経
済
的
内
部
収
益
率
が
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点

は
円
借
款
の
み
な
ら
ず
、
世
銀
借
款
に
も
共
通
し
て
い
る
。
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（
2
）
　
円
借
款
の
実
際
の
資
金
の
流
れ
と
譲
許
性
移
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
実
際
の
資
金
の
移
転
を
通
じ
て
譲
許
性
が
ど
の
よ
う
に
移
転
さ
れ
る
か
は
、
途
上
国
側
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
か
に

依
存
す
る
。
こ
の
譲
許
性
の
移
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
が
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
向
が
あ

る
。　

a
　
借
入
人
で
あ
る
中
央
政
府
が
実
施
機
関
／
受
益
者
に
転
貸
を
行
う
が
、
そ
の
転
貸
は
現
地
通
貨
建
て
に
よ
る
。
中
央
政
府
は

為
替
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
、
高
目
の
ス
プ
レ
ッ
ド
を
と
る
。

　
b
　
借
入
人
で
あ
る
中
央
政
府
か
ら
実
施
機
関
／
受
益
者
に
転
貸
を
行
う
が
、
そ
の
転
貸
は
外
貨
（
借
款
通
貨
）
建
て
（
内
貨
表

示
を
含
む
）
と
す
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
一
つ
に
実
施
機
関
が
直
接
借
入
人
と
な
り
政
府
が
保
証
す
る
方
法
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、



有償援助（円借款）の有効性

政
府
の
ス
プ
レ
ッ
ド
（
保
証
料
）
は
為
替
リ
ス
ク
負
担
分
を
含
ま
な
い
こ
と
か
ら
低
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
二
つ
の
方
法
を
比
べ
て
み
る
と
、
後
者
に
お
い
て
は
金
利
の
譲
許
性
が
比
較
的
ダ
イ
レ
ク
ト
な
形
で
移
転
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
前
者
で
は
為
替
リ
ス
ク
の
解
消
に
転
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
譲
許
性
は
金
利
や
為
替
リ
ス
ク
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
期
間
、

資
金
そ
の
も
の
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
さ
ら
に
資
金
に
伴
う
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
複
雑
・
多
元
的
な
形
を
と
る
。
実
際
の
資
金
の
流
れ

の
段
階
は
実
際
に
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
り
、
融
資
機
関
（
世
銀
や
国
際
協
力
銀
行
）
↓
途
上
国
中
央
政
府
↓
地
方
政
府
↓
実
施
機
関

↓
受
益
者
と
い
う
多
段
階
を
経
る
ケ
ー
ス
や
、
借
入
人
か
ら
先
の
資
金
の
移
転
も
転
貸
の
み
な
ら
ず
出
資
、
贈
与
の
場
合
も
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
小
企
業
支
援
借
款
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
途
上
国
中
央
政
府
に
対
す
る
円
借
款
金
利
が
二
％
で
あ
り
、
中
央
政
府
が

為
替
リ
ス
ク
の
負
担
を
含
め
六
％
の
ス
プ
レ
ッ
ド
を
と
り
実
施
機
関
（
小
企
業
金
融
機
関
）
に
転
貸
す
る
、
さ
ら
に
実
施
機
関
が
貸

倒
れ
等
の
リ
ス
ク
を
勘
案
し
て
六
％
の
ス
プ
レ
ッ
ド
を
と
る
と
い
う
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
政
府
か
ら
実
施
機
関
へ
の
転
貸

金
利
は
二
％
＋
六
％
の
計
八
％
と
な
り
、
実
施
機
関
か
ら
受
益
者
へ
の
転
貸
金
利
は
一
四
％
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
も
し
国
内
の
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

場
金
利
が
一
六
％
と
し
た
場
合
、
受
益
者
は
二
％
の
譲
許
性
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
譲
許
性
は
き
わ
め
て
複
雑
な
要
素
を
含
む
。
借
款
の
譲
許
性
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
借
款
の
資
金
の
流
れ
の
各
段

階
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
に
い
か
に
譲
許
性
お
よ
び
リ
ス
ク
等
の
負
担
を
配
分
す
る
か
に
拠
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
こ
の

よ
う
な
譲
許
性
と
負
担
を
媒
介
と
し
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
構
造
を
有
す
る
と
こ
ろ
が
円
借
款
（
有
償
援
助
一
般
）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

し
て
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

　
有
償
援
助
で
は
、
途
上
国
に
返
済
義
務
を
通
じ
て
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
課
す
こ
と
に
よ
り
、
途
上
国
側
に
、
開
発
戦
略
上
優
先
順
の

高
い
案
件
に
資
金
を
充
当
さ
せ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
適
切
な
実
施
、
完
成
後
の
管
理
運
営
と
い
う
各
段
階
を
通
じ
、
返
済
以
上
の
便
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益
を
発
生
さ
せ
る
べ
く
効
率
的
な
資
金
の
活
用
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
て
い
る
。
開
発
途
上
国
に
お
け
る
資
金
の
流
れ
の
な

か
で
譲
許
性
と
負
担
が
分
担
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
政
府
の
み
な
ら
ず
、
開
発
に
参
加
す
る
各
主
体
が
、
国
の
開
発
の
中
で
特
定
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
開
発
お
よ
び
開
発
に
向
け
て
の
自
助
努
力
の
主
体
あ
る
い
は
オ

ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
帰
属
が
「
開
発
途
上
国
」
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
開
発
途
上
国
」
と
は
狭
く
「
政
府
」
と
理
解
す
べ
き
で

は
な
く
、
政
府
、
市
場
、
共
同
体
お
よ
び
そ
の
間
に
あ
る
中
間
組
織
の
す
べ
て
が
開
発
に
主
体
的
に
参
加
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
有
償
援
助
は
、
そ
の
資
金
の
流
れ
な
ど
を
通
じ
て
、
市
場
、
共
同
体
お
よ
び
そ
の
中
間
組
織
も
含
め
た
多
く

の
主
体
に
「
権
利
を
割
り
当
て
る
（
①
目
三
①
ヨ
①
日
）
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
受
益
」
と
「
負
担
」
を
通
じ
て
参
加
を
促
す
シ
ス
テ
ム
を

提
供
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
一
九
九
六
年
の
D
A
C
新
開
発
戦
略
以
降
、
国
際
的
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
と
「
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
の
促
進
に
最
も
適
合
し
た
仕
組
み
で
あ
る
。

　
受
益
と
負
担
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
一
般
的
な
最
適
解
を
論
ず
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
、
そ

の
リ
ス
ク
に
最
も
強
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
有
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
リ
ス
ク
を
最
も
安
価
に
回
避
で
き
る
当
事
者
に
割
り
振

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
と
い
う
方
法
が
あ
り
、
次
表
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
、
有
償
援
助
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
為
替
リ
ス
ク
は
、
基
本
的
に
開
発
途
上
国
の
（
中
央
）
政
府
が
、
為

替
管
理
政
策
を
通
じ
て
部
分
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
実
施
機
関
や
住
民
は
ま
っ
た
く
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
持
た
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
有
さ
な
い
主
体
に
全
面
的
に
為
替
リ
ス
ク
を
任
せ
る
こ
と
は
適
当
で
は

な
い
。
他
方
、
中
央
政
府
に
こ
れ
を
負
担
さ
せ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
数
多
く
の
政
策
選
択
肢
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
対
外
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

な
バ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ク
ロ
政
策
を
適
正
に
行
う
誘
因
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
配
分
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
は
有
償
資
金
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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リスク（負担）の態様 コントロール（第一義的

負担者）

リスク緩和の具体的方法

マクロ経済の安定性

為替リスク

政治・規制リスク

途上国中央政府、為替リ

スクに関しては部分的に

中央政府（中央銀行）

適切なマクロ政策、為替政策

開発計画との適合性 途上国中央政府 途上国中央政府の計画策定能力向上

（およびこれに対する技術協力）

個別事業のパラメータ

ー

事業実施機関

受益者

事業実施機関の計画策定能力（およ

びこれに対する技術協力）

工事のパフオーマンス 契約者 事前資格審査、履行保証

維持管理 事業維持運営機関

受益者

維持運営機関の効率化

受益者の応分の負担、維持管理活動

への参加

（筆者作成）

　
こ
れ
と
は
逆
に
、
維
持
運
営
に
関
し
て
は
、
事
業
の
実
際
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
直
接
応
分
の
負
担
を
求
め
る
方
式
を
と
ら
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、

政
府
の
明
示
的
、
黙
示
的
な
追
加
的
資
金
支
出
や
保
証
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ソ
フ
ト
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
」

の
状
況
を
生
み
、
効
率
確
保
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
国
有
企
業
」

の
シ
ス
テ
ム
は
こ
の
よ
う
な
事
例
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
無
償
資
金
は
「
究
極
の
ソ
フ
ト
バ
ジ
ェ
ッ
ト
」
と
な
る
リ
ス
ク
を

有
し
て
い
る
。
勿
論
、
有
償
資
金
の
場
合
で
も
、
安
易
に
債
務
救
済
が
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

れ
れ
ば
結
果
は
同
じ
で
あ
る
。

三
　
「
有
償
援
助
」
の
効
果

　
そ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有
し
て
い
る
有
償
援
助
の
効
果
は
そ
の
他
の

方
式
、
具
体
的
に
は
無
償
援
助
の
間
で
ど
の
よ
う
な
差
異
を
見
出
し
う
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
手
法
上
の
間
題
と
し
て
、
他
の
条
件
を
等
し
く
し

た
上
で
の
「
無
償
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
「
有
償
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
比

較
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
無
償
有
償
を
問
わ
ず
、
個
別
プ
ロ
ジ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ク
ト
の
評
価
事
例
は
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
援
助
効
果
の
把
握
に
お
い
て
、

個
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
越
え
て
経
済
成
果
全
体
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
計
測
す
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る
場
合
に
は
、
援
助
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
作
用
し
て
お
り
、
援
助
の
み
の
効
果
を
抽
出
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る

と
い
う
事
情
が
あ
る
。
ま
た
、
援
助
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
節
約
さ
れ
た
資
金
が
開
発
以
外
の
用
途
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性

　
　
　
　
（
1
9
）

（
賞
凝
一
σ
強
蔓
）
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
援
助
効
果
の
研
究
の
分
野
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
援
助
効
果
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
要
請
の
高
ま
り
か
ら
、

世
界
銀
行
を
中
心
に
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
代
表
的
な
文
献
は
ω
＝
旨
ω
宣
①
俸
U
亀
舘
（
這
鶏
）
や
世
銀
の
、
、
》
ω
－

ω
Φ
ω
ω
ぎ
閃
＞
こ
．
、
報
告
書
（
譲
巨
α
ω
き
F
一
8
0
。
）
で
あ
る
が
、
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
分
析
な
ど
か
ら
、
援
助
の
有
効
性
は
そ
れ
を
受

け
入
れ
る
途
上
国
の
制
度
、
政
策
な
ど
を
含
め
た
「
開
発
運
営
能
力
」
に
依
存
す
る
と
い
う
結
論
に
収
敏
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
二
〇
〇
二
年
三
月
に
メ
キ
シ
コ
・
モ
ン
ト
レ
ー
で
開
催
さ
れ
た
「
国
連
国
際
開
発
資
金
会
議
」
に
て
発
表
さ
れ
た
世
銀

の
政
策
パ
ー
パ
ー
（
≦
9
0
ω
讐
F
8
8
）
や
、
援
助
増
額
を
行
う
も
の
の
途
上
国
に
お
け
る
グ
ッ
ド
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
確
立
を
前

提
条
件
と
す
る
米
国
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
方
針
な
ど
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

　
有
償
と
無
償
の
比
較
に
関
し
て
は
、
比
較
研
究
の
事
例
と
し
て
は
、
旧
経
済
企
画
庁
に
て
実
施
し
た
「
開
発
途
上
国
の
経
済
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
円
借
款
の
役
割
に
関
す
る
調
査
」
が
あ
る
。
同
研
究
で
は
一
〇
〇
力
国
の
推
計
調
査
を
行
い
、
被
援
助
国
の
G
D
P
一
％
に
相
当

す
る
援
助
の
継
続
的
供
与
に
よ
る
成
長
促
進
効
果
は
、
援
助
全
体
で
は
○
・
〇
四
六
％
に
過
ぎ
ず
援
助
供
与
額
と
同
額
の
G
D
P
増

加
効
果
を
得
る
の
に
四
〇
年
を
要
す
る
が
、
円
借
款
に
関
し
て
分
析
を
行
う
と
、
被
援
助
国
の
G
D
P
一
％
に
相
当
す
る
円
借
款
を

継
続
的
に
供
与
す
る
こ
と
で
、
○
・
二
三
％
の
成
長
促
進
効
果
を
有
し
、
八
年
間
で
概
ね
援
助
供
与
額
と
G
D
P
の
増
加
分
が
同
額

に
な
る
。
こ
れ
は
円
借
款
事
業
の
平
均
的
な
内
部
収
益
率
が
二
〇
・
三
％
と
で
あ
る
こ
と
に
符
合
し
、
ま
た
現
在
の
平
均
貸
付
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

が
三
三
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
被
援
助
国
に
と
っ
て
返
済
負
担
に
無
理
は
な
い
。

　
こ
の
研
究
は
、
円
借
款
が
他
の
方
式
の
援
助
に
比
べ
て
効
果
が
大
き
い
と
い
う
結
果
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
説
明
と
し
て
は
、
報

告
書
は
円
借
款
の
場
合
成
長
促
進
効
果
の
高
い
経
済
イ
ン
フ
ラ
ヘ
の
投
資
が
メ
イ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
、
有
償
援
助
で
あ
る
こ
と
に
よ
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（
2
2
）

る
「
自
助
努
力
」
と
「
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
へ
の
支
援
の
二
つ
を
要
因
と
し
て
考
え
て
い
る
。
自
助
努
力
の
中
に
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

採
択
の
段
階
で
の
慎
重
な
選
択
と
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
の
検
討
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
研
究

は
あ
る
事
業
が
無
償
は
な
く
有
償
で
行
わ
れ
た
た
め
に
効
果
・
効
率
が
向
上
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
説
明

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
円
借
款
で
は
有
効
性
の
高
い
事
業
が
選
択
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
償
援
助
無
と
有
償
援
助

の
論
点
は
「
有
償
か
無
償
か
」
と
い
う
選
択
論
で
は
な
く
、
「
ど
の
よ
う
な
分
野
、
事
業
を
援
助
対
象
と
し
て
選
択
す
べ
き
か
」
、

「
有
償
援
助
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
上
の
利
点
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
く
か
」
と
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
益
あ
る
議
論
を
導
く
も

の
と
考
え
る
。

四
　
I
D
A
二
二
次
増
資
と
無
償
化
論

有償援助（円借款）の有効性

　
政
策
的
に
有
償
援
助
を
無
償
援
助
に
転
換
す
べ
き
と
い
う
議
論
が
、
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
、
I
D
A
二
二
次
増
資
を
巡
っ
て

た
た
か
わ
さ
れ
た
。

　
二
〇
〇
一
年
七
月
、
G
8
ジ
ェ
ノ
ア
サ
ミ
ッ
ト
の
直
前
、
米
国
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
世
界
銀
行
を
含
む
国
際
開
発
金
融
機
関
に
対

し
、
最
貧
国
へ
の
資
金
供
与
の
五
〇
％
を
、
教
育
、
保
健
分
野
な
ど
を
中
心
と
し
た
社
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
向
け
へ
の
無
償
援
助
と
し
て

供
与
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
提
案
は
、
貧
困
削
減
の
た
め
に
は
既
存
の
債
務
を
削
減
す
る
の
み
で
な
く
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

た
な
債
務
の
形
成
を
止
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
米
国
政
府
は
こ
れ
を
受
け
交
渉
中
で
あ
っ
た
I
D
A
の
一

三
次
増
資
に
お
い
て
I
D
A
資
金
の
五
〇
％
無
償
化
を
主
張
し
た
。
米
国
政
府
の
無
償
化
の
論
拠
は
、
①
援
助
の
無
償
化
は
他
の
二

国
間
ド
ナ
ー
も
含
め
国
際
的
な
流
れ
で
あ
る
こ
と
、
②
最
貧
国
は
融
資
の
返
済
が
困
難
で
あ
り
貧
困
緩
和
の
た
め
に
は
援
助
は
最
初

か
ら
無
償
と
す
べ
き
こ
と
、
③
借
款
と
い
う
民
事
契
約
に
縛
ら
れ
な
い
行
政
的
な
行
為
と
し
て
の
無
償
援
助
の
方
が
援
助
の
有
効
性
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確
保
た
め
の
事
前
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
政
策
条
件
の
組
み
込
み
、
お
よ
び
そ
の
執
行
（
援
助
停
止
）
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
④
I
D
A

へ
の
返
済
が
順
調
に
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
I
D
A
が
事
実
上
の
質
庶
R
お
α
R
a
濤
自
と
い
う
ス
テ
イ
タ
ス
を
得
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
24
）

こ
と
に
照
ら
せ
ば
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
点
で
あ
る
。

　
世
銀
の
無
償
化
論
は
米
国
議
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
設
立
さ
れ
た
「
国
際
金
融
制
度
諮
間
委
員
会
」
（
議
長
、
メ
ル
ツ
ァ
ー

ζ
①
寄
雪
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
メ
ロ
ン
大
学
教
授
）
に
よ
る
国
際
機
関
の
改
革
に
関
す
る
提
言
書
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

報
告
書
（
通
称
メ
ル
ツ
ァ
ー
報
告
書
）
で
も
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
世
銀
と
地
域
開
発
金
融
機
関
の
関
係
を
再
編
や
、
信
託

基
金
の
設
立
に
よ
る
無
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
な
ど
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
日
本
を
含
め
、
多
く
の
先
進
国
が
反
対
に
回
っ
た
。
反
対
論
を
代
表
す
る
英
国
が
提
起
し
た
問
題
点
は
以
下

の
四
点
で
あ
る
。
①
I
D
A
の
返
済
資
金
を
回
転
す
る
こ
と
で
、
ド
ナ
ー
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
援
助
資
金
を
有
効
に
途
上
国
に
支

援
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
も
し
、
l
D
A
資
金
が
無
償
化
さ
れ
れ
ば
資
金
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
む
か
ド
ナ
ー
の
追
加
的
負
担

が
必
要
に
な
る
、
②
有
償
援
助
は
途
上
国
側
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
高
め
、
ド
ナ
ー
間
の
協
調
を
深
め
る
の
に
も
役
立
つ
こ
と
か
ら
、

I
D
A
は
有
償
援
助
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
、
③
貴
重
な
無
償
資
金
は
、
I
D
A
の
ロ
ー
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
り
に
く
い
紛
争
処
理

や
感
染
病
対
策
な
ど
の
特
別
な
状
況
へ
の
対
応
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
④
最
貧
困
に
と
っ
て
I
D
A
資
金
の
返
済
が
困
難
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

い
う
こ
と
は
な
く
、
実
際
に
、
I
D
A
に
対
す
る
返
済
は
き
わ
め
て
順
調
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
世
銀
自
身
は
、
二
国
間
ド
ナ
ー
が
無
償
援
助
を
主
流
と
す
る
中
で
I
D
A
は
最
も
譲
許
的
な
有
償
援
助
の
供
給
者
と
し
て
固
有
な

役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
役
割
分
担
を
図
る
べ
き
こ
と
を
協
調
し
つ
つ
、
無
償
化
は
限
定
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

　
　
（
2
7
）

主
張
し
た
。

　
こ
の
論
争
の
総
括
を
行
っ
た
留
艮
o
巳
（
8
8
）
は
、
I
D
A
を
あ
る
程
度
無
償
化
し
て
も
し
て
も
負
担
増
の
抑
制
は
可
能
で
あ

（
2
8
）

る
が
、
他
方
、
信
託
基
金
を
設
け
て
全
面
的
に
無
償
化
す
る
よ
う
な
提
案
は
、
原
資
を
得
る
た
め
の
世
銀
債
権
の
売
却
に
あ
た
っ
て
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相
当
割
り
引
か
れ
る
こ
と
や
、
現
在
の
各
種
基
金
の
運
用
状
況
か
ら
見
て
非
現
実
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
①
成
長
に
つ

い
て
も
っ
と
関
心
を
払
う
べ
き
で
あ
る
（
貧
困
削
減
の
た
め
に
は
成
長
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
イ
ン
フ
ラ
な
ど
へ
の
大
規
模

な
投
資
が
必
要
で
あ
る
）
、
②
I
D
A
無
償
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
活
動
が
小
規
模
な
人
道
支
援
へ
集
中
・
限
定
さ
れ
、
全
体
と
し
て
途

上
国
へ
の
資
金
移
転
の
規
模
が
小
さ
く
な
る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
、
な
ど
の
点
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
き

わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

五
　
有
償
援
助
の
再
評
価
と
有
効
性
の
向
上

有償援助（円借款）の有効性

　
（
1
）
　
有
償
援
助
を
活
用
す
べ
き
領
域

　
上
記
I
D
A
無
償
化
論
の
論
点
は
、
①
無
償
化
に
よ
っ
て
も
必
要
資
金
量
は
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
、
②
資
金
量
が
確
保
で
き
な

い
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
分
野
を
援
助
対
象
か
ら
削
る
の
か
、
③
そ
の
よ
う
な
削
減
は
果
た
し
て
妥
当
か
、
④
削
減
が
妥
当
で
な
い

場
合
に
は
誰
が
そ
の
負
担
を
負
う
の
か
、
と
い
う
形
で
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
点
を
も
し
追
加
負
担
を
前
提
に
し
な
い

場
合
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ど
の
よ
う
な
分
野
、
事
業
を
援
助
対
象
と
し
て
選
択
す
べ
き
か
」
、
「
有
償
援
助
の
メ
カ
ニ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ム
上
の
利
点
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
く
か
」
と
い
う
問
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
有
償
援
助
の
返
済
の
担
保
が
借
入
国
の
経
済
成
長
で
あ
る
な
ら
ば
、
有
償
資
金
協
力
に
適
し
た
分
野
、
事
業
は
、
①
経
済
成
長
を

促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
②
外
部
効
果
等
か
ら
見
地
か
ら
そ
れ
自
体
で
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
よ
る
返
済
が
困
難
な
も
の
、

も
し
く
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
生
み
出
す
も
の
の
民
間
資
金
資
金
導
入
が
困
難
な
も
の
、
③
必
要
と
さ
れ
る
資
金
量
が
多
く
無
償

資
金
の
み
で
は
対
応
不
可
能
、
も
し
く
は
期
待
さ
れ
る
社
会
的
収
益
性
の
高
さ
か
ら
必
ず
し
も
無
償
資
金
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し

な
い
も
の
、
具
体
的
に
は
、
道
路
、
潅
概
、
電
力
等
の
経
済
イ
ン
フ
ラ
施
設
、
上
水
道
な
ど
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
施
設
な
ど
で
あ
る
。
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長
期
的
な
効
果
と
い
う
点
で
は
、
教
育
も
大
き
な
社
会
的
便
益
を
有
す
る
分
野
で
あ
る
。
ま
た
環
境
へ
の
投
資
も
有
償
援
助
が
カ

バ
ー
す
べ
き
領
域
で
あ
る
。
環
境
問
題
の
対
応
の
困
難
さ
は
、
必
要
な
資
金
規
模
の
大
き
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
投
資
に
大
き
な

外
部
性
が
あ
り
、
私
的
な
費
用
・
便
益
が
と
社
会
的
な
費
用
便
益
と
著
し
く
異
な
る
こ
と
、
従
っ
て
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
、

投
資
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

　
貧
困
間
題
解
決
の
最
重
要
な
必
要
条
件
は
、
成
長
の
達
成
で
あ
る
。
　
開
発
援
助
に
お
い
て
は
、
成
長
支
援
を
通
じ
て
貧
困
緩
和

を
図
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
り
直
接
貧
困
層
を
支
援
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
特
に
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
工
業
化
、
農
業
の
生
産
性
向
上
な
ど
に
よ
る
経
済
成
長
を
通
じ
、
経
済
の
全
体
の
パ
イ
を
拡
大
す

る
こ
と
が
な
く
て
は
、
貧
困
緩
和
の
達
成
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
有
償
援
助
を
い
か
に
有
効
に
活
用
で
き
る
か
が
鍵
と
な
る
。

　
成
長
を
通
じ
た
貧
困
緩
和
に
関
し
て
は
、
現
在
、
日
本
の
多
く
の
開
発
関
係
者
が
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
円
借
款
な
ど
を
利

用
し
て
工
業
化
や
イ
ン
フ
ラ
投
資
を
行
い
、
高
い
成
長
率
を
達
成
し
た
経
験
を
整
理
し
、
他
の
途
上
国
に
も
レ
ッ
ス
ン
と
し
て
提
供

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
、
日
本
の
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
支
援
に
お
い
て
は
、
一
九
九
五
年
か
ら
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

○
〇
一
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
J
I
C
A
「
ベ
ト
ナ
ム
市
場
経
済
化
支
援
開
発
調
査
」
に
よ
る
長
期
的
な
開
発
に
向
け
た
調
査
と

政
策
提
言
づ
く
り
に
多
く
の
専
門
家
が
参
加
し
、
ベ
ト
ナ
ム
側
と
深
い
政
策
対
話
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
長
期
的
な
成
長
を
支
援

す
べ
く
発
電
所
・
道
路
な
ど
の
基
礎
的
イ
ン
フ
ラ
施
設
へ
の
円
借
款
に
よ
る
継
続
的
な
支
援
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
明
確
な
開
発
ビ
ジ

ョ
ン
の
も
と
に
日
本
に
よ
る
一
貫
し
た
支
援
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
経
て
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
現
在
、
強
い
オ
ー
ナ
ー

シ
ッ
プ
を
持
っ
て
、
経
済
成
長
の
実
現
と
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
社
会
問
題
へ
の
対
処
を
目
指
す
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
開
発
計
画
を
策

定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

　
現
在
、
世
界
の
開
発
援
助
の
動
向
は
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
に
向
け
た
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
る
が
、
日
本
と
し
て
は
、
貧
困

削
減
に
は
成
長
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
成
長
を
通
じ
て
貧
困
削
減
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
開
発
援
助
の
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（
3
2
）

経
験
に
基
づ
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
世
界
に
発
出
す
べ
き
で
あ
る
。

有償援助（円借款）の有効性

　
（
2
）
　
有
償
援
助
を
通
じ
た
援
助
の
有
効
性
の
向
上

　
援
助
の
有
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
途
上
国
側
の
財
政
と
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
確
保
し
、
前
述
の
．
．
ど
コ
巴
び
∈
身
．
、
の

問
題
を
軽
減
し
つ
つ
整
合
的
に
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
有
償
援
助
は
、
そ
の
資
金
規
模
か
ら
見
て
大
き
な

役
割
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
円
借
款
に
お
い
て
は
大
部
分
の
借
入
国
に
お
い
て
は
オ
ン
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
オ
ン
・
バ
ジ
ェ
ッ

ト
の
場
合
に
は
援
助
の
受
け
取
り
を
歳
入
に
、
そ
の
使
用
を
歳
出
に
計
上
し
、
ト
ー
タ
ル
な
予
算
（
一
般
会
計
）
の
一
部
と
し
て
援

助
資
金
を
管
理
す
る
。
他
方
、
オ
フ
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
の
場
合
に
は
、
援
助
資
金
の
収
支
を
予
算
外
と
し
て
管
理
す
る
。
公
共
支
出
全

体
の
な
か
で
援
助
を
整
合
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
オ
ン
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。
現
在
、
多
く
の
途
上
国
で
、
援

助
ド
ナ
ー
と
の
間
で
公
共
部
門
全
体
の
支
出
を
対
象
と
す
る
政
策
対
話
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
有
償
援
助
は
概

ね
資
金
規
模
が
大
き
く
、
対
話
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
有
利
で
あ
る
。
今
後
、
援
助
に
お
い
て
公
共
支
出
管
理
の
視
点
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

　
公
共
支
出
管
理
に
関
連
し
、
「
活
動
項
目
別
予
算
（
＞
3
≦
身
野
ω
巴
ω
且
⑯
8
」
、
の
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
開
発
予
算
、

経
常
予
算
を
区
分
す
る
途
上
国
の
予
算
策
定
手
法
に
対
し
、
あ
る
部
門
の
活
動
（
碧
穿
芽
）
（
灌
概
で
あ
れ
ば
、
あ
る
地
域
・
期
間
の

潅
概
施
設
の
建
設
・
維
持
・
運
営
の
全
体
）
を
開
発
、
経
常
に
分
け
ず
一
括
し
て
予
算
化
す
る
方
法
で
あ
る
。
日
本
の
援
助
が
「
ハ
コ

モ
ノ
」
す
な
わ
ち
、
固
定
資
本
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
偏
し
て
い
る
と
い
う
批
判
も
、
開
発
、
経
常
の
二
分
法
を
べ
ー
ス
に
固
定
資
本

形
成
の
部
分
を
支
援
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
経
常
経
費
部
分
へ
の
支
援
は
「
援
助
依
存
」
の
問
題
を
引
き
起

こ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
活
動
項
目
別
予
算
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
途
上
国
の
債
務
管
理
能
力
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向
上
と
あ
わ
せ
支
援
対
象
に
加
え
て
い
く
こ
と
は
、
過
度
の
物
理
的
な
施
設
建
設
の
重
視
を
改
め
、
事
業
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め

の
検
討
課
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
有
償
援
助
で
あ
る
こ
と
が
際
限
の
な
い
経
常
経
費
支
援
へ
の
一
つ
の
歯
止
め
と
な
る
と
思
わ
れ

る
。

　
援
助
の
全
面
無
償
化
を
実
施
し
た
ド
ナ
ー
の
中
に
は
、
貸
し
手
の
債
務
管
理
の
煩
わ
し
さ
や
、
借
り
手
の
債
務
管
理
能
力
の
不
足

を
理
由
に
し
て
い
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
債
務
管
理
は
経
済
運
営
に
と
っ
て
も
っ
と
も
基
本
的
な
能
力
で
あ
る
。
有
償
援
助
資
金
を
導

入
し
、
そ
れ
を
用
い
て
開
発
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
投
資
対
象
の
選
択
、
確
実
な
実
施
、
適
切
な
維
持
管
理
運
営
、
教
訓

の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
な
ど
を
通
じ
て
、
債
務
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
の
「
危
険
物
」
を
と
り
扱
い
な
が
ら
成
果
を
実
現
し
て
い
く
能

力
、
さ
ら
に
は
「
政
策
上
の
複
雑
な
選
択
を
行
い
う
る
能
力
」
が
滴
養
さ
れ
て
い
く
。
有
償
援
助
は
こ
の
よ
う
な
「
戦
略
的
運
営

（
34
）

能
力
」
の
揺
藍
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
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六
　
結
　
語

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
援
助
は
「
貧
困
の
悪
循
環
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
投
資
資
金
」
を
目
的
と
し
、
制
約
条
件
と
し
て
の

「
国
内
貯
蓄
と
国
際
収
支
」
の
ツ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
モ
デ
ル
お
よ
び
、
資
金
ギ
ャ
ッ
プ
の
算
出
に
あ
た
っ
て
は
ハ
ロ
ッ
ド
・
ド
ー
マ
ー
モ

デ
ル
に
依
拠
し
て
き
た
。
し
か
し
、
資
金
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
の
み
が
成
長
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
資
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

ギ
ャ
ッ
プ
支
援
と
成
長
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
疑
義
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
国
霧
§
ξ
お
8
）
。
援
助
が
ど
れ
だ
け

成
長
に
寄
与
す
る
か
は
、
生
産
性
を
如
何
に
向
上
し
た
か
、
さ
ら
に
、
援
助
に
よ
っ
て
生
ず
る
援
助
依
存
（
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
）
を

如
何
に
回
避
し
得
た
か
に
よ
る
。
も
し
、
三
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
円
借
款
が
他
の
援
助
に
比
し
成
長
促
進
効
果
が
高
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
円
借
款
（
有
償
援
助
）
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
生
産
性
の
向
上
が
促
進
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ



る
。
円
借
款
を
一
つ
の
有
力
な
ツ
ー
ル
と
し
て
、
途
上
国
の
自
助
努
力
を
促
し
つ
つ
、
成
長
を
通
じ
た
貧
困
削
減
を
目
指
し
て
い
く

こ
と
は
、
日
本
の
O
D
A
基
本
的
な
政
策
と
し
て
、
広
く
世
界
に
対
し
説
明
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
〔
本
論
文
で
示
さ
れ
た
見
解
は
筆
者
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
筆
者
が
所
属
す
る
国
際
協
力
銀
行
の
も
の
で
は
な
い
〕

（
1
）
本
稿
は
、
林
薫
「
円
借
款
”
新
た
な
開
発
課
題
へ
の
取
り
組
み
」
（
一
九
九
八
）
（
「
転
換
期
の
日
本
の
国
際
協
力
」
安
田
信
之
編

名
古
屋
大
学
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報
告
論
文
集
一
九
九
八
年
三
月
所
収
）
に
て
展
開
し
た
論
点
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
援
助
を
め
ぐ
る
議
論

　
の
展
開
を
踏
ま
え
再
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

有償援助（円借款）の有効性

　 　　ハ 　　　　パ ハ

8765432） ）　）　） ）　） ）

　
一
〇
〇
、

（
9
）

（
1
0
）

　
；
モ
デ
ル
も
援
助
必
要
量
の
推
計
に
引
き
続
き
使
わ
れ
て
い
る
。

（
n
）
　
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（
8
ヨ
ヨ
津
ヨ
o
日
）
は
援
助
供
与
を
約
束
し
た
額
を
示
す
。
政
府
に
よ
る
事
前
通
報
、
交
換
公
文
締
結
額
、
借

　
款
契
約
（
い
o
き
＞
鷺
8
ヨ
①
筥
）
締
結
額
な
ど
で
あ
る
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
援
助
政
策
、
意
思
決
定
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
こ
れ

　
に
対
し
デ
ィ
ス
バ
ー
ス
メ
ン
ト
（
島
鴇
ξ
器
B
o
旨
）
は
事
業
の
進
捗
等
に
伴
っ
て
実
際
に
引
出
さ
れ
た
（
使
用
さ
れ
た
）
額
を
示
す
。

　
こ
の
う
ち
「
グ
ロ
ス
・
デ
ィ
ス
バ
ー
ス
メ
ン
ト
（
鷺
o
器
島
。D
び
ξ
ω
o
ヨ
o
旨
）
」
は
借
款
の
実
行
額
を
示
し
、
事
業
の
進
捗
状
況
を
示
す
パ

　
ラ
メ
ー
タ
ー
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
元
本
返
済
を
差
し
引
い
た
「
ネ
ッ
ト
・
デ
ィ
ス
バ
ー
ス
メ
ン
ト
（
口
9
9
菩
ξ
紹
ヨ
①
日
）
」
は
、
資
金

一
三
R
p
讐
一
〇
昌
巴
閃
9D
⇒
犀
8
『
閃
①
8
p
ω
q
信
9
一
〇
昌
四
昌
α
O
Φ
＜
Φ
一
〇
も
B
①
葺

ヨ
け
R
づ
簿
一
〇
コ
巴
O
①
話
一
〇
も
ヨ
①
コ
け
＞
ω
ω
o
ユ
曽
ユ
o
⇒

U
①
＜
①
一
8
ヨ
①
日
［
o
碧
問
⊆
⇒
α
後
に
米
国
援
助
庁
（
U
S
A
I
D
）
に
改
組
。

囚
お
9
母
冨
什
巴
＝
宥
≦
一
巴
R
窪
ま
磐
設
立
は
一
九
四
八
年

9
器
①
0
8
霞
巴
Φ
号
O
o
o
宮
『
讐
一
9
国
8
ロ
o
邑
e
p
］
九
九
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
開
発
庁
（
A
F
D
）
に
改
組

O
の
＜
o
一
8
ヨ
o
日
》
ω
ω
一
ω
雷
g
o
O
o
目
昌
暮
8

0
声
日
匹
Φ
ヨ
窪
¶
（
借
款
金
額
（
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
）
1
元
本
・
利
子
の
現
在
価
値
額
）
／
借
款
金
額
（
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
）
）
×

　
　
グ
ラ
ン
ト
・
エ
レ
メ
ン
ト
ニ
五
％
以
上
が
O
D
A
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
先
進
国
側
の
輸
出
促
進
と
い
う
動
機
も
背
景
に
あ
る
。

ツ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
、
特
に
国
際
収
支
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
在
は
現
在
で
も
援
助
の
必
要
性
の
説
明
に
不
可
欠
で
あ
り
、
ハ
ロ
ッ
ド
・
ド
ー
マ

473



法学研究76巻1号（2003：1）

　
の
流
れ
を
示
す
。
な
お
、
元
本
返
済
の
み
な
ら
ず
利
子
支
払
い
ま
で
含
め
た
資
金
の
流
れ
を
見
る
場
合
に
は
「
純
資
金
移
転
一
ト
ラ
ン
ス

　
フ
ァ
ー
」
と
い
う
用
語
も
使
わ
れ
る
。

（
1
2
）
　
以
上
O
国
O
U
（
8
8
）
お
よ
び
各
年
度
の
D
A
C
議
長
報
告
に
よ
る
。

（
1
3
）
　
「
総
資
本
財
務
内
部
収
益
率
」
は
資
本
調
達
形
態
（
自
己
資
本
／
他
人
資
本
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
本
来
の
収
益
性
を

　
判
定
す
る
。
他
人
資
本
に
係
る
受
け
取
り
、
支
払
い
（
金
利
、
元
金
返
済
）
等
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
含
め
な
い
。
「
経
済
的
内
部
収

　
益
率
」
は
国
民
経
済
全
体
の
資
源
最
適
配
分
の
見
地
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
収
益
性
を
判
定
す
る
。
便
益
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施

　
す
る
こ
と
に
よ
る
追
加
的
な
便
益
（
生
産
高
増
加
、
機
会
費
用
節
約
等
）
を
計
上
し
、
費
用
か
ら
は
移
転
項
目
（
税
金
等
）
を
除
去
す
る
。

　
こ
の
他
に
「
自
己
資
本
財
務
内
部
収
益
率
」
が
あ
り
、
出
資
部
分
（
自
己
資
本
）
に
か
か
る
内
部
収
益
率
。
他
人
資
本
に
係
る
受
け
取
り
、

支
払
い
（
金
利
、
元
金
返
済
）
等
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
含
め
、
出
資
／
融
資
比
率
や
融
資
条
件
に
よ
っ
て
内
部
収
益
率
が
異
な
っ
て

　
く
る
。
し
か
し
、
円
借
款
で
は
、
借
入
人
で
あ
る
途
上
国
政
府
の
公
共
政
策
（
公
共
投
資
）
の
レ
ベ
ル
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
審
査
す
る
た

　
め
、
通
常
は
「
自
己
資
本
財
務
内
部
収
益
率
」
は
算
出
し
な
い
。

（
1
4
）
　
譲
許
性
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
る
。
旧
海
外
経
済
協
力
基
金
と
世
銀
と
の
間
で
「
構
造
調
整
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
め
ぐ
る

　
「
論
争
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
政
策
金
融
に
お
け
る
優
遇
金
利
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
基
金
側
の
主
張
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
特
定
し
て
い
る
以
上
、
譲
許
性
は
直
接
受
益
者
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
べ

　
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
世
銀
は
こ
れ
に
対
し
、
各
種
の
優
遇
金
利
が
市
場
で
の
金
利
決
定
を
歪
め
、
腐
敗
の
温
床
に
も
な

　
っ
て
い
る
と
し
て
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。
世
銀
の
考
え
方
で
は
、
譲
許
性
は
実
施
機
関
が
享
受
し
経
営
基
盤
の
強
化
を
行
う
こ
と
が
究

極
的
に
は
金
利
水
準
を
低
め
、
経
済
成
長
に
寄
与
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
、
優
遇
金
利
で
な
い
と
譲
許
的
で
は
な
い
か
と
い
え

ば
、
そ
も
そ
も
市
場
金
利
で
の
貸
し
付
け
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
受
益
者
が
ア
ク
セ
ス
を
持
た
な
い
状
況
で
あ
れ
ば
、
資
金
に
ア
ク
セ
ス

　
が
あ
る
だ
け
で
も
譲
許
的
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
白
鳥
（
一
九
九
八
）
九
〇
1
九
二
頁
に
詳
し
い
。

（
1
5
）
　
筆
者
は
開
発
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
リ
ス
ク
分
担
に
関
し
「
法
と
経
済
学
」
に
お
け
る
「
最
安
価
回
避
者
」
の
理
論
が
あ
て
は
ま
る
と

考
え
る
（
O
巴
ぎ
声
巨
」
S
9
目
壽
O
も
絵
ミ
』
象
壁
飛
ミ
。
ら
、
』
、
轟
ミ
§
織
肉
ら
§
も
ミ
母
』
ミ
骨
籔
巴

（
1
6
）
　
円
借
款
の
ス
キ
ー
ム
ヘ
の
批
判
が
一
九
九
四
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
の
円
高
局
面
で
、
主
に
途
上
国
側
よ
り
激
し
く
提
起
さ

　
れ
た
が
、
そ
の
後
は
鎮
静
化
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
中
央
政
府
（
中
央
銀
行
）
レ
ベ
ル
で
為
替
リ
ス
ク
を
吸
収
し
た
途
上
国
（
イ
ン
ド
な
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ど
）
に
対
し
、
実
施
機
関
や
末
端
の
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
レ
ベ
ル
が
為
替
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
た
国
（
中
国
、
マ
レ
ー
シ

　
ア
な
ど
）
に
お
い
て
円
高
に
対
す
る
反
応
が
激
し
か
っ
た
。

（
1
7
）
　
後
述
す
る
よ
う
に
、
援
助
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
は
途
上
国
側
の
制
度
・
政
策
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
援
助
そ
れ
自

体
が
有
す
る
ソ
フ
ト
バ
ジ
ェ
ッ
ト
効
果
を
問
題
意
識
と
し
て
持
っ
て
い
る
。

ハ　　　　　　　　　　　　　　ハ
23　22　21　20　19　18
）　　）　　）　　）　　）　　）

国
際
協
力
銀
行
（
海
外
経
済
協
力
基
金
）
が
毎
年
発
行
す
る
事
業
評
価
報
告
書
参
照
。

旨
轟
一
び
三
昌
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
は
、
林
（
二
〇
〇
〇
）
五
二
　
五
四
頁
、
≦
o
ユ
α
ω
四
爵
（
一
8
0。
）
薯
』
。
－
謡
な
ど
。

（
財
）
国
民
経
済
研
究
協
会
（
二
〇
〇
〇
）

同
一
六
八
頁
、
s
⊥
O
。
な
お
、
「
円
借
款
以
外
」
の
援
助
の
成
長
促
進
効
果
は
僅
か
O
・
〇
三
％
と
さ
れ
て
い
る
。

同
二
二
七
頁

．
．
園
①
ヨ
餌
詩
ω
ご
＜
9
①
℃
器
ω
こ
①
づ
け
8
9
①
≦
〇
二
α
ゆ
四
ロ
屏
、
、
≦
三
冨
＝
○
島
①
℃
お
ω
ω
肉
①
一
8
ω
ρ
匂
巳
気
一
8
N
O
O
H
葺
8
”
＼
＼
≦
≦
≦
。

　
≦
葺
け
①
げ
○
⊆
の
①
●
瞬
o
＜
＼
コ
①
舅
ω
＼
『
①
一
①
蝉
ω
①
ω
＼
N
O
O
一
＼
O
刈
＼
N
O
O
一
〇
置
刈
山
●
算
ヨ
一

（
24
）
　
ω
鋤
氏
○
目
α
（
N
O
8
）
℃
℃
。
謹
一
－
刈
ホ

（
2
5
）
窪
ε
ミ
壌
薫
≦
廿
2
ω
①
●
磯
o
＜
＼
一
Φ
。
＼
言
脇
＼
ヨ
①
一
冒
雲
び
§

（
2
6
）
　
．
．
卜
O
旨
≧
の
O
肉
O
閑
』
＞
肖
G
o
、
S
苫
砺
O
O
≧
O
肉
の
恥
』
O
註
卜
卜
肉
さ
箋
O
肉
O
卜
肉
、
、
耳
ε
”
＼
＼
≦
≦
≦
●
島
こ
西
o
＜
巳
＝
ミ
Z
①
≦
ω
＼

　
Z
①
憂
ω
＼
窪
o
ω
＼
び
磯
－
箆
帥
－
鵬
声
日
ω
’

（
2
7
）
　
≦
o
ユ
α
ω
餌
ロ
犀
（
N
O
O
N
び
）

（
2
8
）
　
最
貧
国
の
貧
困
層
向
け
の
I
D
A
融
資
は
現
在
全
体
の
四
一
％
を
占
め
る
が
、
こ
の
半
分
が
グ
ラ
ン
ト
化
さ
れ
て
も
、
I
D
A
全
体

　
で
は
一
五
％
か
ら
二
〇
％
に
す
ぎ
ず
、
無
償
と
有
償
の
資
金
の
役
割
分
担
を
行
う
こ
と
で
対
応
可
能
で
あ
る
。
ま
た
ロ
ー
ン
の
一
〇
年
間

　
の
据
え
置
き
期
間
中
は
、
借
款
と
贈
与
の
間
に
は
手
数
料
負
担
以
外
の
差
異
は
な
い
。

（
2
9
）
　
前
掲
留
鳶
o
益
（
8
8
）
は
「
各
ド
ナ
ー
は
I
D
A
へ
の
拠
出
を
減
ら
し
て
I
D
A
の
活
動
を
縮
小
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
拠
出

　
を
増
や
し
て
I
D
A
を
拡
大
す
べ
き
か
、
と
い
う
よ
り
本
質
的
な
点
を
も
っ
と
率
直
に
議
論
を
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
。

同
P
誤
8

（
3
0
）
　
石
川
滋
一
橋
大
学
名
誉
教
授
を
団
長
と
し
て
行
わ
れ
た
。
O
勾
弓
ω
（
8
8
）
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（
31
）
　
ζ
一
＝
①
暮
ξ
ヨ
U
o
＜
o
一
8
ヨ
窪
6
の
o
巴
ψ
二
〇
一
五
年
ま
で
に
世
界
の
貧
困
人
口
を
半
減
す
る
こ
と
な
ど
を
目
標
と
し
、
二
〇
〇
〇

年
九
月
の
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
特
別
総
会
で
採
択
さ
れ
た
。

（
3
2
）
　
H
ω
匡
ζ
譲
帥
（
N
O
8
）
矯
O
げ
昌
o
（
N
O
O
N
）

（
3
3
）
　
公
共
支
出
管
理
に
関
し
て
詳
し
く
は
林
（
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

（
34
）
　
後
藤
（
一
九
九
五
）
二
〇
〇
頁
。
筆
者
は
「
戦
略
的
運
営
能
力
」
の
考
え
方
を
法
政
大
学
後
藤
一
美
教
授
に
負
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

あ
ら
た
め
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
3
5
）
　
国
器
け
R
ξ
は
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
援
助
と
成
長
の
間
に
何
の
相
関
も
見
出
せ
な
い
と
す
る
。
例
え
ば
一
九
六
〇

年
代
初
頭
に
一
人
当
た
り
所
得
が
五
〇
〇
ド
ル
前
後
で
あ
っ
た
ザ
ン
ビ
ア
に
つ
い
て
み
る
と
、
も
し
ハ
ロ
ッ
ド
・
ド
ー
マ
ー
モ
デ
ル
が
想

定
す
る
よ
う
に
援
助
資
金
が
投
資
に
向
け
ら
れ
た
な
ら
ば
本
来
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
一
人
当
た
り
所
得
は
二
〇
、
O
O
O
ド
ル
台
に

達
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
全
く
停
滞
し
て
い
る
。
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N
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、

O
国
O
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N
O
O
N
’
い
い
S
説
恥
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O
～
O
ミ
＼
§
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、
』
）
瓜
蝕
鴨
N
O
唱
ミ
恥
§
～
　
O
O
O
唱
鴨
、
匙
～
蝋
O
ミ
N
唱
魁
』
　
鳶
鴨
b
も
、
、
．
．

な
お
、
W
e
b
に
て
参
照
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
後
注
に
U
R
L
を
記
載
し
た
。
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